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（
仮
称
）中
核
保
育
所
、建
設
工
事
進
む

︱
都
市
計
画
税
を

減
税
し
ま
す
︱

－市から重要なお知らせ－

TOPICS

　

本
市
の
子
育
て
支
援
の
拠
点
施
設
と
し

て
期
待
さ
れ
る（
仮
称
）中
核
保
育
所
の
建

設
工
事
が
本
宿
７
丁
目
地
内
で
進
ん
で
い

ま
す
。

　
（
仮
称
）中
核
保
育
所
は
、
鉄
骨
造
平
家

建
て
で
、
昨
年
の
６
月
に
建
設
工
事
に
着

手
、
本
体
工
事
、
外
構
工
事
等
を
施
工
し
、

４
月
に
開
所
す
る
予
定
で
、
定
員
は
120
人

で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
に
伴
い
、
３
月
末
で
現
在

の
東
保
育
所
は
閉
所
す
る
予
定
で
す
。

実
施
す
る
保
育
内
容

　
（
仮
称
）中
核
保
育
所
は
、通
常
保
育（
０

歳
か
ら
５
歳
児
）事
業
の
ほ
か
、
保
護
者

か
ら
要
望
の
多
か
っ
た
次
の
事
業
を
実
施

し
、
公
立
保
育
所
の
中
核
を
担
う
保
育
所

と
し
て
整
備
し
ま
す
。

○
完
全
給
食
…
３
歳
か
ら
５
歳
児
へ
の
主

食
の
提
供

○
一
時
保
育
事
業
…
保
護
者
に
代
わ
っ
て

一
時
的
に
お
子
さ
ん
を
保
育
す
る
事
業

○
病
後
児
保
育
事
業
…
病
気
の
回
復
期
に

あ
る
お
子
さ
ん
を
保
育
す
る
事
業

　

な
お
、
一
時
・
病
後
児
保
育
事
業
は
、

５
月
か
ら
開
始
す
る
予
定
で
す
。

子
育
て
支
援
の
充
実

　

子
育
て
に
関
す
る
相
談
、
子
育
て
サ
ー

ク
ル
へ
の
支
援
等
を
目
的
と
し
た
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
有
す
る
施
設
と

な
り
ま
す
。

多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
保
育
所

　

新
し
い
保
育
所
は
、
年
齢
別
保
育
室
の

ほ
か
、
ゆ
と
り
あ
る
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し

た
遊
戯
室
、
給
食
室
の
様
子
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
ラ
ン
チ
ル
ー
ム
、
そ
し
て
一
時

保
育
を
行
う
保
育
室
、
病
気
回
復
期
の
お

子
さ
ん
を
保
育
す
る
保
育
室
、
さ
ら
に
子

育
て
支
援
事
業
を
行
う
子
育
て
支
援
室
な

ど
を
設
け
ま
す
。
こ
の
新
し
い
保
育
所
の

整
備
に
よ
り
、
待
機
児
童
の
解
消
は
も
と

よ
り
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
保
育

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

詳
細
は
４
月
号
で

　

一
時
保
育
等
の
利
用
方
法
な
ど
、
詳
細

に
つ
い
て
は
、
４
月
号
の
広
報
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

▪
問
合
せ　

こ
ど
も
課
保
育
担
当（
直
通

594 

-
５
５
３
８
）

　

市
で
は
、
平
成
23
年
度
の
個
人
市

民
税
の
10
％
減
税
に
引
き
続
い
て
、

平
成
24
年
度
か
ら
は
都
市
計
画
税
の

恒
久
減
税
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
減
税
を
実
施
す
る
た
め
、
平

成
23
年
第
４
回
北
本
市
議
会
定
例
会

に
提
案
し
た「
北
本
市
都
市
計
画
税

条
例
の
一
部
改
正
」が
可
決
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
平
成
23
年
12
月
21
日
付

で
公
布
し
ま
し
た
。

減
税
の
内
容

　

都
市
計
画
税
の
税
率
を
１００
分
の

０
・
25
か
ら
１００
分
の
０.２
に
引
き
下
げ

る
も
の
で
、
対
象
と
な
る
納
税
義
務

者
は
約
１
万
８
，０
０
０
人
、
軽
減

さ
れ
る
額
は
平
均
で
一
人
当
た
り
年

間
５
，５
０
０
円
程
度
を
見
込
ん
で

い
ま
す
。

都
市
計
画
税
と
は

　

下
水
道
事
業
や
土
地
区
画
整
理
事

業
等
の
都
市
計
画
事
業
を
実
施
す
る

た
め
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
市
街

化
区
域
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
し

て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
る
目
的
税
で

す
。
そ
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
を
行

い
、
課
税
の
基
と
な
る
課
税
標
準
額

を
算
出
し
、
そ
れ
に
税
率
を
か
け
た

も
の
が
税
額
と
な
り
ま
す
。

▪
問
合
せ　

税
務
課
固
定
資
産
税
担

当（
直
通
594 

-
５
５
１
９
）

１月₅日現在の状況
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